
【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.1

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 瀧澤　信也

【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階

【報告義務発生日】 令和8年5月1日

【提出日】 令和8年5月13日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加したこと
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 東邦亜鉛株式会社

証券コード 5707

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所（プライム市場）

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（ケイマン諸島法人）

氏名又は名称
エーピー・インターナショナル・セブン・ジーピー・インク（AP

International VII GP, Inc.）

住所又は本店所在地
英領ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190

エルジン・アベニュー

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 令和4年11月4日

代表者氏名 ジョシュ・エヴェレット・ナオキ・ポーター（Josh Everett Naoki Porter）

代表者役職 ディレクター（Director）

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
株式会社アドバンテッジパートナーズ　

印東　徹

電話番号 03-5425-8842

（２）【保有目的】

経営参加、中期投資及び重要提案行為等（役員の構成の重要な変更等）を行うこと。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

EDINET提出書類

ＡＰ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＶＩＩ　ＧＰ，　Ｉｎｃ．(E40526)

変更報告書

2/7



（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 13,516,514

新株予約権証券又は新投資口予約権証

券等（株・口）
A - H O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V W X 13,516,514 Y

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の

数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 13,516,514

株券、株券預託証券及び株券信託受益

証券のうち保有潜在株券等の数に加算

すべきものの数

AC 5,702,146

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

5,702,146

（注）上記「保有株券等の数（総数）」は、A種優先株式（無議決権株式）1,261,164株及びB種劣後株式6,553,204株と引換えに交

付される議決権のある株式に係る株券等の数です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和8年5月1日現在）
AD 34,904,147

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE 5,702,146

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
33.29
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
22.90

（注）上記「株券等保有割合（％）」は、A種種類株式（無議決権株式）1,261,164株及びB種劣後株式6,553,204株と引換えに交付

される議決権のある株式に係る株券等の数に対する割合です。

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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提出者は、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII号の無限責任組合員であるAP International VII GP, L.P.

のジェネラルパートナーとして保有しております。

提出者は、発行者との間で、発行者のA種優先株式（株式数1,261,164株。以下「本件A種優先株式」といいます。）及びB種劣

後株式（株式数6,553,204株。以下「本件B種劣後株式」といい、本件A種優先株式と併せて「本件種類株式」と総称しま

す。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、以下の合意をしております。

（引受権）

発行者は、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII号、APCP VII, L.P.、CJIP (AP) VII, L.P.、JBO(AP) VII,

L.P.、AP Reiwa F7-A, L.P.、AP Reiwa F7-B, L.P.（以下「APファンド」と総称し、個別に「各APファンド」といいます。）

の保有比率（各APファンドが有する完全希薄化後普通株式数を、発行者に係る全ての完全希薄化後普通株式数で除して得られ

る割合をいいます。以下同じです。）が10%を下回ることとなる日までの間、各APファンドの事前の書面による承諾なく、第

三者に株式等を発行又は処分してはならないことを合意するとともに、発行者が株式等を発行、処分又は付与する場合には、

APファンドがその保有比率に応じて引受権を有することを合意しております。

（金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件）

本件A種優先株式の発行要項の規定にかかわらず、APファンドは、本引受契約に定める一定の場合を除き、本件A種優先株式に

係る金銭対価取得請求を行うことはできないことを合意しております。

（普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件）

本件種類株式の発行要項の規定にかかわらず、APファンドは、本引受契約に定める一定の場合を除き、本件種類株式の払込期

日（2025年３月13日）から1年間経過後、最初に到来する発行者の事業年度の前日までは、本件優先株式に係る普通株式対価

取得請求を行うことはできないことを合意しております。

（取得条項の条件）

発行者は、本件種類株式の発行要項に基づき、本件種類株式の取得条項に係る取締役会決議を行う場合、当該取得条項に基づ

く取得の効力が発生する日までにAPファンド及び株式会社辰巳商会が本件種類株式に係る普通株式対価取得請求を行わないこ

とを当該取得条項に基づく本件種類株式取得の条件としなければならないことを合意しております。

（引受人による取締役指名に係る事項）

＜内容＞

APファンドは、APファンドの保有比率が10%を下回ることとなる日までの間、その保有比率に応じ、発行者の取締役を以下の

とおり指名する権利及びかかる指名に基づき選任された取締役の解任を要求する権利を有することを合意しております。

APファンドの保有比率　50.1%以上：指名可能人数5名

APファンドの保有比率　33.4%以上50.1%未満：指名可能人数3名

APファンドの保有比率　10.0%以上33.4%未満：指名可能人数1名

＜目的＞

事業再生計画遂行に必要な執行の監督機能を強化、担保するため

（引受人の事前の書面による承諾を要する事項）

＜内容＞

発行者は、APファンドの保有比率が10%を下回ることとなる日までの間、本引受契約に定める一定の場合を除き、APファンド

の事前の書面による承諾のある場合を除き、以下の事項を行わないことを合意しております。

・発行者の定款、取締役会規則、関係会社管理規程、その他の重要な内部規則の制定、重要な変更又は廃止

・発行者の株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式に転換可能な一切の権利の発行又は処分

・発行者の自己株式の取得（ただし、本件A種優先株式に係る金銭対価取得条項に基づく取得及び法令等により要求される場

合を除きます。）

・発行者による株式若しくは新株予約権の無償割当て、株式分割又は株式併合

・発行者の資本金又は準備金の額の変更

・発行者による剰余金の配当（金銭に限られず、中間配当を含みます。）その他の処分

・発行者グループにおける取締役（ただし、発行者指名の取締役を除きます。）、監査役及び執行役員並びにAPファンドが指
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名権等を持つ発行者の取締役の追加、変更若しくは減少又は処遇変更

・発行者グループにおける従業員の大幅な新規採用、希望退職募集、退職勧奨及び解雇その他の方法による人員整理

・発行者グループにおける重要な固定資産（コンピュータ・ソフトウェアその他情報システムを含むが、簿価が金１億円以上

の固定資産に限ります。）の取得、売却、賃貸借、リース、担保権の設定又はその他の処分（ただし、１件１億円以上の場合

に限ります。）

・発行者グループにおける株式会社以外への組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式交付、株式移転その他の組織再編行

為

・発行者グループにおける事業の全部又は重要な一部の譲渡、賃貸、委任、廃止又はその他の処分

・発行者グループにおける予算、経営方針、経営計画又は事業計画（いずれも、月次、四半期、年次その他対象期間を問わな

いものとします。）の決定又は重要な変更

・発行者グループによる第三者の事業の全部又は重要な一部の譲受け、賃借又は受任

・発行者グループによる業務提携又は資本提携の開始、変更又は終了

・発行者グループによる子会社の異動を伴う株式の取得若しくは売却

・発行者グループにおける新規事業の開始又は事業の終了

・発行者グループにおける重要な契約の締結、重要な変更又は終了（ただし、１件５億円以上の場合に限ります。）

・発行者グループにおける社債の発行、新規の借入れ、又は既存の借入等に係る条件の変更

・発行者グループの解散、清算又は倒産処理手続開始の申立て

・その他発行者において株主総会の特別決議を要する行為

＜目的＞

事業再生計画の実行に係る重要な経営判断を監督するため

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円）

借入金額計（AH）（千円）

その他金額計（AI）（千円） 2,942,716

上記（AI）の内訳

提出者がジェネラルパートナーを務めるAP International VII GP, L.P.が無

限責任組合員を務める投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII

号への出資金

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI） 2,942,716

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当事項なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし
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